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原子力災害対策指針

500μSv／時で即時避難、20μSv／時で1
週間以内に一時移転
指示がでるまでは屋内退避

立ち消えに



志賀地域 原子力防災協議会作業部会資料より



「志賀町原子力防災ハンドブック避難所マップ」（平成31年3月）



志賀地域 原子力防災協議会作業部会



志賀地域 原子力防災協議会作業部会



現在の原子力災害対策指針
およびそれに基づく避難計画

震災で生じたこと
指針・避難計画の内容との乖離

5km圏内（PAZ）では、原子力施設の状態
の基づき、「全面緊急事態」となったら避
難開始
事前に配布されている安定ヨウ素剤を服用

 家屋倒壊・津波で、一刻も早い避難が求められた。
 ヨウ素剤を探し出し、服用するような余裕はない。
 通信が断絶された地域も多く、避難指示が伝わらない。

30km圏内（UPZ）では一定の線量になるま
で屋内退避。
（屋内退避によって、被ばくを防げるとい
う前提となっている）

 家屋倒壊・津波で、一刻も早い避難が求められた。
 屋内退避で指示を待つような状況ではない。
 場所によっては、農業用ハウスや、車中泊、倉庫などでの
避難も余儀なくされ、被ばく防護などできない環境下に置
かれる。

30km圏内（UPZ）では一定の線量で避難指
示

 モニタリングポストの欠測が生じていた。
 通信が断絶された地域も多く、避難指示が伝わらない。

避難は、国道、県道などの主要な幹線道路
を使って、決められた避難先に避難

 道路の寸断、地盤隆起で、避難は困難
 避難先も被災
（志賀町の3分の1、穴水町は、能都町、珠洲市に避難することになっていた）

避難退避時検査（スクリーニング）の実施  渋滞および混乱は必至
 自治体職員のキャパシティを超える

安定ヨウ素剤は拠点備蓄、避難の途中で配
布

 自治体職員に備蓄拠点まで安定ヨウ素剤をとりに行き、途
中で配布するような余力なし



福島原発事故の教訓

• 複合災害…地震・津波・原発事故

• 広範囲にわたった放射能汚染
…30km以遠の飯舘村も全村避難
…60kmはなれた福島市も20μSv／時超

• SPEEDIが活用されず、汚染の方向に避難

• 守られなかった「緊急時マニュアル」

• 困難をきわめた要援護者の避難




